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【別紙：入力前下書用】 ※この用紙では申請できません。

全申請者が入力

A、Bどちらかを選択

Bを選択した場合必須入力

＜物品＞の①で「あり」
の場合、物品資格更新の
完了or未了、未了であれば
申請する／しないを
「ア」or「イ」で選択

希望の申請内容が
自動表示

必須入力←間違いないことを要確認
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入力すべき画面が自動表示

京都市に登録のある
方は必須入力

該当者（法人）のみ

該当者（工事）のみ

該当者のみ

入力不要

該当者のみ

必須入力

必須入力

該当者のみ

入力不要

必須入力

必須入力

全申請者が入力
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全申請者が入力

必須入力

必須入力

必須入力

必須入力

必須入力

該当者のみ

該当者のみ

該当者のみ

該当者のみ

必須入力

必須入力

必須入力

必須入力 （任意）
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全申請者が入力

入力不要

入力不要

必須入力

必須入力

入力不要
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全申請者が入力

必須入力

必須入力

該当者のみ

該当者のみ

必須入力

「主たる事務所と同じ」に
チェックを入れた場合は、
「郵便番号」から「市区
町村以下」の入力は不要

（該当あれば必須）

（該当あれば必須）

（該当あれば必須）

（該当あれば必須）

必須入力
（単位は
「万円」）

必須入力
（「電子申請システム操作
　マニュアル」Ｐ２１で
　どれに該当するか要確認）
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全申請者が入力

（該当あれば必須）

「あり」にチェックを入れた場合
のみ、２９～３６の入力が必要

（該当あれば必須）

（該当あれば必須）

（該当あれば必須）

（該当者のみ）

（該当者のみ）

（該当者のみ）

（該当者のみ）

（該当あれば必須）

必須入力

（該当あれば必須）

（該当者のみ）

（該当あれば
　必須）

（該当あれば
　必須）

（該当者のみ）
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全申請者が入力

全て自動表示される
ため入力不要

入力完了後「送信
確認」画面を印刷

［２８］受任者の有無によりどちらか

「郵送」にチェックが表示されている
書類は全て提出が必要なため、
電子申請（データ送信）後、
速やかに郵送提出すること！
（「申請の手引」Ｐ８～１０）

必須入力
（提出書類は原本又は
原本の正しい写しを提出）
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全申請者が入力

必須入力
（暴力団員等に該当
しないことは資格要件
→該当した場合、
　申請却下、資格取消）

履歴事項全部証明書に掲載されている順に全ての役員を入力
・「監査役」も含む
・［28］受任者の有無　で「あり」の場合の「受任者」も含む
・退任済み（履歴事項全部証明書で下線）役員は含まない

対象が１６人以上いる場合は、
□にチェックを入れてから、この欄に
１人１行ずつ入力する
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全申請者が入力必須入力
（市税の滞納がないことは資格要件。
確認のための調査に同意で□にチェック。）

必須入力（滞納等があれば申請却下、資格取消）

該当する方にチェック

課税されていなければ
［57-1］～［58］は入力不要

課税されて
いれば要入力
（対象は個人
事業主のみ）

課税されていれば要入力
（対象は法人のみ）

課税されていれば要入力（対象は法人、個人とも）
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全申請者が入力 必須入力
（水道料金等の滞納がないことは資格要件。
確認のための調査に同意で□にチェック。）

必須入力（滞納等あれば申請却下、資格取消）

該当する方にチェック

名義がなければ［60］は
入力不要

「名義がある」にチェックした場合、
対象全てを必須入力

対象が６件以上ある場合は、
□にチェックを入れてから、この欄に
１件１行ずつ入力する
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工事申請者が入力

許可を受けている全ての
業許可を必須入力



12

工事申請者が入力 クリックすればコード表が開く

登録希望
種目を入力

市役所の２種目（土木＋建築）
登録は、条件を満たす場合のみ

種目変更（追加・削除）、登録局追加・削除を
希望する場合は、その申請内容を入力

該当者のみ

該当あれば入力を
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工事申請者が入力

提出が必要な方は
「郵送」を、不要な
方は「不要」をチェック
（「申請の手引」の
Ｐ１３「７ 提出書類」）
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測量・設計等申請者が入力

クリックすれば
コード表が開く

登録希望
種目を入力

市役所の２種目（測量＋土木設計）
登録は、条件を満たす場合のみ

種目変更（追加・削除）、登録局追加・削除を
希望する場合は、その申請内容を入力

該当ある項目に入力を
　（必ずどこかの項目に要入力）
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測量・設計等申請者が入力

該当あれば
入力を

該当あれば
入力を

該当あれば
入力を

原則として
入力する



16

測量・設計等申請者が入力

原則として
入力する

該当あれば
入力を

提出が必要な方は
「郵送」を、不要な
方は「不要」をチェック
（「申請の手引」の
Ｐ１３「７ 提出書類」）
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物品申請者が入力

登録を希望する
全ての種目で
「○」を選択
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物品申請者が入力
登録を希望する
全ての種目で
「○」を選択

登録を希望する
全ての種目で
「○」を選択
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物品申請者が入力

登録を希望する
全ての種目で
「○」を選択

必須入力
（「履歴事項全部証明書」に
記載されている「資本金」の額
など、提出された書類で判断できる
内容であれば、軽微な入力ミス等
あった場合、京都市側で修正入力を
行います）

「申請」をクリックすれば、
これまでの入力内容に不備が
あればメッセージ表示

「申請の手引」Ｐ１３、１４
記載の提出書類が郵送提出され
なければ、審査開始されません。
申請（データ送信）後、速やかに
郵送提出してください。


